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１
．
都
道
府
県
・
市
区

町
村
に
対
す
る
寄
附
金

控
除
の
大
幅
な
拡
大

都道府県・市区町村都道府県・市区町村

税額控除方式所得控除方式

10万円 5千円

総所得金額等の30％
（地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額）

※所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

［税額控除額の計算方法］①と②の合計額を税額控除

※1　複数の団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額
※2　②の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

①［　　　　　 - 5千円］×10％地方公共団体に
対する寄附金（※1）

②［　　　　　 - 5千円］×［90％- 0～40％］地方公共団体に
対する寄附金（※1）

（※2）

寄附者に適用される
所得税の限界税率

総所得金額等の 25％
地方公共団体に対する寄附金
以外の寄附金との合計額

改正後改正前

［控 除 方 式］

適用対象寄附金×税率
（10％）の軽減効果

［ 控 除 率 ］

［控除対象限度額］

寄附金控除の対象となる
地方公共団体の範囲

［適 用 下 限 額］

地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分
について、一定の限度まで所得税と住民税合わせて全額控除

都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法
※寄附者の方は寄附先の都道府県・市区町村の名称と寄附金額を記載した申告書を提出すれば　
　よく、実際に以下の計算を行っていただく必要はありません。

① 都道府県・市区町村に対する寄附金（※）から
5,000円を引きます。

（※）複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄　
　　附金の合計額

② ①で求めた額に10％を乗じます…［住民税の基本控除］
③ 所得税の税額軽減額（理論値）を求めます。

④ 90％から③の計算の際に用いた所得税の控除率
を引きます。

⑤ ①で求めた額に④で求めた率を乗じます
…［住民税の特例控除］
⑤の額は住民税所得割の1割が限度

夫婦子2人の
サラリーマンの
場合の所得税の
控除率

年収　おおむね600万円まで…５％
　　　おおむね780万円まで…10％
　　　おおむね1,200万円まで…20％
　　　おおむね1,430万円まで…23％
　　　おおむね2,380万円まで…33％
　　　おおむね2,380万円超　…40％

住民税の控除額 = ② + ⑤

給与収入700万円で
夫婦子2人のケースの計算例

［住民税の基本控除額］
②35,000×10％

= 3,500円

［住民税の特例控除額］
④90％-10％=80％
⑤35,000円×80％=

 2万8,000円
住民税所得割の1割は29,350円
なので限度額の範囲内

寄附金 4 万円

寄附控除対象 3万5千円

住民税の税額控除
 3万1,500円

・所得税の限界税率10％　
・住民税所得割額　
　　　　  293,500円

③ 所得税の所得控除
　 による税額軽減

= 3,500円
35,000×10％

① 適用下限額
（寄附金控除の対象外）

= 5,000円

　

個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除
の

対
象
に
、
所
得
税
の
寄
附
金
控
除

の
対
象
の
中
か
ら
都
道
府
県
・
市

区
町
村
が
条
例
で
定
め
る
も
の
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

拡大拡大拡大されましたされました

個人住民税の
寄附金控除が
個人住民税の
寄附金控除が

　

都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す

る
寄
附
金
の
う
ち
、
５
千
円
を
超

え
る
部
分
に
つ
い
て
、
個
人
住
民

税
所
得
割
は
下
記
の
表
の
と
お
り

算
出
し
、
所
得
税
と
合
わ
せ
て
全

額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

２
．
都
道
府
県
・
市
区

町
村
が
控
除
対
象
と
な

る
寄
附
金
を
条
例
指
定

で
き
る
制
度
の
創
設
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区
町
村
の
ど
ち
ら
か
ら
も
指
定
さ

れ
た
寄
附
金
の
場
合
は
10
％
で

す
。）

　

な
お
、
控
除
対
象
限
度
額
は
、

「
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す

る
寄
附
金
」
と
の
合
計
で
、
総
所

得
金
額
の
30
％
が
上
限
と
な
り
ま

す
。

　

個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
行
っ
た

寄
附
に
つ
い
て
、
寄
附
金
の
領
収

書
な
ど
を
添
付
し
、
申
告
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

寄
附
を
し
た
翌
年
度
の
住
民
税

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。（
所
得
税
に

つ
い
て
は
現
年
分
か
ら
控
除
さ
れ

ま
す
。）

　

内
容
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
税

務
課
町
民
税
係

２
１
５
１
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
（
た
だ
し
、
国
に
対
す
る
寄
附

金
、
政
党
等
に
対
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
金
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。）

※
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金

会
に
対
す
る
寄
附
金
、
住
所
地
の

日
本
赤
十
字
社
支
部
に
対
す
る
寄

附
金
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
都
道
府

県
・
市
区
町
村
で
寄
附
金
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
中
の
寄
附
金

に
関
し
て
は
、
県
指
定
団
体
は
な

く
、
町
指
定
団
体
は
、「
伊
奈
町

社
会
福
祉
協
議
会
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
条
例

で
指
定
し
た
寄
附
金
か
ら
５
千
円

を
控
除
し
た
部
分
の
う
ち
、
都
道

府
県
指
定
の
場
合
は
４
％
、
市
区

町
村
指
定
の
場
合
は
６
％
が
税
額

控
除
さ
れ
ま
す
。（
都
道
府
県
と
市

固定資産税証明書
（所得控除用）の廃止

について

町指定団体の町社会福祉協議会

償
却
資
産
の
申
告
は

　
　

２
月
２
日
㈪
ま
で
で
す

償
却
資
産
の
申
告
は

　
　

２
月
２
日
㈪
ま
で
で
す

　

償
却
資
産
と
は
、
事
業
を
営
む

個
人（
法
人
）が
使
用
し
て
い
る
事

業
用
資
産
を
い
い
ま
す
。

　

こ
の
償
却
資
産
は
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
る
た
め
、
事
業
主
は

１
月
１
日
に
所
有
す
る
資
産
の
内

容
を
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
所

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
申
告
等

に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
税
務
課
固
定
資
産
税
係

２
１
５
４
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
告
期
限　

　

平
成
21
年
２
月
２
日
㈪

申
告
を
要
す
る
人　

　

償
却
資
産
を
町
内
に
所
有
す
る

人
、
ま
た
は
貸
し
付
け
て
い
る
人
。

（
な
お
、
平
成
21
年
１
月
１
日
前

１
年
以
内
に
廃
業
、
解
散
ま
た
は

課
税
対
象
資
産
が
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
整
理
の
都
合
上
、
申
告

書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。）

償
却
資
産
の
種
類

●
構
築
物
＝
広
告
塔
、
看
板
、

門
、
塀
、
農
林
業
用
構
築
物
、
露

天
式
立
体
駐
車
場
設
備
、
舗
装
そ

の
他
土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備

な
ど

●
機
械
お
よ
び
装
置
＝
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
、
工
作
機
械
、
揚
重

機
、
運
搬
装
置
、
製
造
・
加
工
設

備
、
建
設
機
械
な
ど　

●
車
両
お
よ
び
運
搬
具
＝
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
な
ど

●
工
具
、
器
具
お
よ
び
備
品
＝

机
、い
す
、ロ
ッ
カ
ー
、陳
列
ケ
ー

ス
、
電
動
工
具
、
冷
暖
房
機
器
、

測
定
機
器
、
事
務
機
器
、
医
療
機

器
、
き
の
こ
栽
培
用
ほ
だ
木
、
無

人
駐
車
管
理
装
置
、
金
型
な
ど

申
告
を
要
し
な
い
資
産

①
耐
用
年
数
１
年
未
満
ま
た
は
取

　

得
価
額
10
万
円
未
満
の
償
却
資

　

産
で
一
時
に
損
金
算
入
ま
た
は

　

必
要
経
費
に
算
入
し
た
も
の
。

②
取
得
価
額
が
20
万
円
未
満
の　

　

償
却
資
産
で
一
括
償
却
資
産
と

　

し
て
３
年
均
等
償
却
を
行
っ
て

　

い
る
も
の
。

③
家
庭
用
に
使
用
さ
れ
る
資
産

④
自
動
車
税
、
ま
た
は
軽
自
動
車

　

税
の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動

　

車
、
原
付
自
転
車
な
ど

　従来、不動産所得や農業所得の確定申
告用に、「所得控除証明書」として固定資
産税額の証明書を発行していましたが、
町において当該資産の固定資産税が必要
経費に該当することの確認ができないた
め、今年度からこの証明書の発行を取り
やめさせていただくことになりました。
　今後、確定申告等で固定資産税額が必
要な場合は、納税通知書と一緒に送付し
ている資産明細書をご利用ください。　
　この資産明細書には個々の資産の固定
資産税相当額が記載されています。
　なお紛失等の場合、資産明細書の再発
行はできませんので、名寄帳の写しを有
料（１名義につき１５０円）にてお出ししま
すのでそちらをご利用ください。
　なお、名寄帳には、固定資産税相当額
が記載されておりませんので、課税標準
額に税率（1.4％）を乗じて固定資産税相当
額を算出していただくことになります。
問　税務課固定資産税係 2154

〈
制
度
の
概
要
〉

〈
寄
附
金
控
除
を
受
け
る

場
合
の
手
続
き
等
〉


